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(57)【要約】
【課題】低温靱性、伸び、および溶接性に優れた高強度鋼板、並びにその製造方法を提供
する。
【解決手段】本発明の鋼板は、所定の鋼中成分および焼戻し組織を有すると共に、下記（
１）式で示されるパラメータが２０以上であり、且つ下記（２）式で示されるＰｃｍ値が
０．２８以下である。
０．５×［Ｍｏ］＋１２１×［Ｖ］＋１５×［Ｍｎ］＋０．５×［Ｃｒ］・・・（１）
Ｐｃｍ＝［Ｃ］＋（［Ｓｉ］／３０）＋（［Ｍｎ］／２０）＋（［Ｃｕ］／２０）＋（［
Ｎｉ］／６０）＋（［Ｃｒ］／２０）＋（［Ｍｏ］／１５）＋（［Ｖ］／１０）＋５×［
Ｂ］・・・（２）
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｃ：０．１２５～０．１５％（質量％の意味。化学成分について以下同じ）、
　Ｓｉ：０．２～０．７５％、
　Ｍｎ：０．９～１．２％、
　Ａｌ：０．０３～０．０６％、
　Ｃｒ：０．６５～１％、
　Ｍｏ：０．２～０．７％、
　Ｖ：０．０３５～０．１１％、
　Ｎｂ：０．１１％以下（０％を含まない）、
　Ｂ：０．０００５～０．００２％、
　Ｎ：０．００６％以下（０％を含まない）を含有し、残部が鉄および不可避的不純物か
らなり、
　金属組織が焼戻しベイナイト組織、焼戻しマルテンサイト組織、またはこれらの複合組
織であり、
　下記（１）式で示されるパラメータが２０以上であり、且つ、
　下記（２）式で示されるＰｃｍ値が０．２８以下であることを特徴とする低温靱性、伸
び、および溶接性に優れた引張強度が９８０ＭＰａ以上、且つ降伏点が９６０ＭＰａ以上
の高強度鋼板。
　０．５×［Ｍｏ］＋１２１×［Ｖ］＋１５×［Ｍｎ］＋０．５×［Ｃｒ］・・・（１）
　Ｐｃｍ＝［Ｃ］＋（［Ｓｉ］／３０）＋（［Ｍｎ］／２０）＋（［Ｃｕ］／２０）＋（
［Ｎｉ］／６０）＋（［Ｃｒ］／２０）＋（［Ｍｏ］／１５）＋（［Ｖ］／１０）＋５×
［Ｂ］・・・（２）
　式中、［　　］は、鋼中の各成分の含有量（質量％）を意味する。
【請求項２】
　Ｃ：０．１２５～０．１５％、
　Ｓｉ：０．２～０．７５％、
　Ｍｎ：０．９～１．２％、
　Ａｌ：０．０３～０．０６％、
　Ｃｒ：０．６５～１％、
　Ｍｏ：０．２～０．７％、
　Ｖ：０．０３５～０．１１％、
　Ｎｂ：０．１１％以下（０％を含まない）、
　Ｂ：０．０００５～０．００２％、
　Ｎ：０．００６％以下（０％を含まない）を含有し、残部が鉄および不可避的不純物か
らなり、
　下記（１）式で示されるパラメータが２０以上、且つ、
　下記（２）式で示されるＰｃｍ値が０．２８以下である鋼を、
　加熱圧延した後、室温まで空冷し、さらに９００℃以上に加熱して焼入れ処理を行った
後、４００℃～６００℃の温度で焼戻し処理を行うことを特徴とする低温靱性、伸び、お
よび溶接性に優れた引張強度が９８０ＭＰａ以上、且つ降伏点が９６０ＭＰａ以上の高強
度鋼板の製造方法。
　０．５×［Ｍｏ］＋１２１×［Ｖ］＋１５×［Ｍｎ］＋０．５×［Ｃｒ］・・・（１）
　Ｐｃｍ＝［Ｃ］＋（［Ｓｉ］／３０）＋（［Ｍｎ］／２０）＋（［Ｃｕ］／２０）＋（
［Ｎｉ］／６０）＋（［Ｃｒ］／２０）＋（［Ｍｏ］／１５）＋（［Ｖ］／１０）＋５×
［Ｂ］・・・（２）
　式中、［　　］は、鋼中の各成分の含有量（質量％）を意味する。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】



(3) JP 2014-198873 A 2014.10.23

10

20

30

40

50

　本発明は、低温靱性、伸び、および溶接性に優れた高強度鋼板、並びにその製造方法に
関するものである。本発明に係る高強度鋼板は、例えば、ペンストック（水圧鉄管）、無
損傷建物向け等の建設材；ショベル、クレーン、スクレイパーなどの工事現場などで使用
される建設機械などの各種用途に好適に用いられる。
【背景技術】
【０００２】
　建設材や建設機械などの用途に用いられる鋼板は、作業現場での過酷な環境下に耐えら
れるよう、高い強度、母材および溶接継手部での良好な低温靱性、加工性（特に伸び）、
および溶接性のすべてに優れることが要求される。しかし、一般的に強度（引張強度、降
伏点）と伸びは反比例の関係にあり、高い強度を確保しようとすると伸びは低下する。ま
た、高強度化には強度向上成分を多く添加する必要があるため、溶接時に高い予熱温度が
必要となり、溶接性が低下する。従って、これまでは、上記特性の幾つかを満足する技術
が提供されているだけであり、上記特性を全て兼ね備えた技術は提供されていない。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、低温靱性に優れた引張強度が９８０ＭＰａ以上の高強度鋼板
として、ＭＡ（マルテンサイト－オーステナイトの混合組織）の形成抑制パラメータ（Ｍ
Ｐ値）、炭素当量（Ｃｅｑ）、合金元素の固溶量を満たすように鋼中成分を制御すると共
に、鋼中のＮｂ化合物やオーステナイト粒の大きさ等を所定の範囲に制御した鋼板が開示
されている。しかし、上記特許文献１では、伸びの向上は意図していない。
【０００４】
　また、特許文献２には、伸びに優れた引張強度が９８０ＭＰａ以上の高強度鋼板として
、鋼中にＮｂやＴｉを添加すると共に、旧オーステナイト粒径を微細化し、旧オーステナ
イト粒径分布が制御された鋼板が開示されている。しかし、上記特許文献２では、低温靱
性や溶接性について検討されていない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１２－７７３４０号公報
【特許文献２】特開２００９－２４２８３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述したように建設機械などに用いられる鋼板として、強度（引張強度および降伏点）
、低温靱性、伸び、および溶接性のすべてに優れる鋼板の提供が切望されている。
【０００７】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、高い強度（引張強度が９
８０ＭＰａ以上、降伏点が９６０ＭＰａ以上）を有するにもかかわらず、低温靱性、伸び
、および溶接性に優れた高強度鋼板、およびその製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を達成し得た本発明に係る、低温靱性、伸び、および溶接性に優れた引張強度
が９８０ＭＰａ以上、且つ降伏点が９６０ＭＰａ以上の高強度鋼板は、Ｃ：０．１２５～
０．１５％（質量％の意味。化学成分について以下同じ）、Ｓｉ：０．２～０．７５％、
Ｍｎ：０．９～１．２％、Ａｌ：０．０３～０．０６％、Ｃｒ：０．６５～１％、Ｍｏ：
０．２～０．７％、Ｖ：０．０３５～０．１１％、Ｎｂ：０．１１％以下（０％を含まな
い）、Ｂ：０．０００５～０．００２％、Ｎ：０．００６％以下（０％を含まない）を含
有し、残部が鉄および不可避的不純物からなり、金属組織が焼戻しベイナイト組織、焼戻
しマルテンサイト組織、またはこれらの複合組織であり、下記（１）式で示されるパラメ
ータが２０以上であり、且つ、下記（２）式で示されるＰｃｍ値が０．２８以下であると
ころに要旨を有するものである。



(4) JP 2014-198873 A 2014.10.23

10

20

30

40

50

　０．５×［Ｍｏ］＋１２１×［Ｖ］＋１５×［Ｍｎ］＋０．５×［Ｃｒ］・・・（１）
　Ｐｃｍ＝［Ｃ］＋（［Ｓｉ］／３０）＋（［Ｍｎ］／２０）＋（［Ｃｕ］／２０）＋（
［Ｎｉ］／６０）＋（［Ｃｒ］／２０）＋（［Ｍｏ］／１５）＋（［Ｖ］／１０）＋５×
［Ｂ］・・・（２）
　式中、［　　］は、鋼中の各成分の含有量（質量％）を意味する。
【０００９】
　また、上記課題を達成し得た本発明に係る、低温靱性、伸び、および溶接性に優れた引
張強度が９８０ＭＰａ以上、且つ降伏点が９６０ＭＰａ以上の高強度鋼板の製造方法は、
Ｃ：０．１２５～０．１５％、Ｓｉ：０．２～０．７５％、Ｍｎ：０．９～１．２％、Ａ
ｌ：０．０３～０．０６％、Ｃｒ：０．６５～１％、Ｍｏ：０．２～０．７％、Ｖ：０．
０３５～０．１１％、Ｎｂ：０．１１％以下（０％を含まない）、Ｂ：０．０００５～０
．００２％、Ｎ：０．００６％以下（０％を含まない）を含有し、残部が鉄および不可避
的不純物からなり、下記（１）式で示されるパラメータが２０以上、且つ、下記（２）式
で示されるＰｃｍ値が０．２８以下である鋼を加熱圧延した後、室温まで空冷し、さらに
９００℃以上に加熱して焼入れ処理を行った後、４００℃～６００℃の温度で焼戻し処理
を行うところに要旨を有するものである。
　０．５×［Ｍｏ］＋１２１×［Ｖ］＋１５×［Ｍｎ］＋０．５×［Ｃｒ］・・・（１）
　Ｐｃｍ＝［Ｃ］＋（［Ｓｉ］／３０）＋（［Ｍｎ］／２０）＋（［Ｃｕ］／２０）＋（
［Ｎｉ］／６０）＋（［Ｃｒ］／２０）＋（［Ｍｏ］／１５）＋（［Ｖ］／１０）＋５×
［Ｂ］・・・（２）
　式中、［　　］は、鋼中の各成分の含有量（質量％）を意味する。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、鋼中成分、並びにＭｏ、Ｖ、Ｍｎ、およびＣｒの含有量から構成され
る上記（１）式のパラメータを適切に制御しているため、高い強度（引張強度が９８０Ｍ
Ｐａ以上、降伏点が９６０ＭＰａ以上）を有するにもかかわらず、低温靱性、伸び、およ
び溶接性に優れた高強度鋼板を実現することができる。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明者らは、上記特性を全て兼ね備えた高強度鋼板を提供するため、詳細に研究を重
ねた。
【００１２】
　その結果、Ｍｏ、Ｖ、Ｍｎ、およびＣｒの含有量から構成される上記（１）式のパラメ
ータ（０．５×［Ｍｏ］＋１２１×［Ｖ］＋１５×［Ｍｎ］＋０．５×［Ｃｒ］）を２０
以上に制御することにより、高い強度（引張強度が９８０ＭＰａ以上、降伏点が９６０Ｍ
Ｐａ以上）を有しつつ、伸びも向上する（全伸びで１３％以上）ことを見出した。
【００１３】
　まず本発明者らは、高い強度（引張強度が９８０ＭＰａ以上、降伏点が９６０ＭＰａ以
上）を有しつつ、伸びも向上する（全伸びで１３％以上）方法について検討した。一般に
、鋼板の伸びは引張り時の転位量を蓄積することで向上させることが可能である。そこで
本発明者らは、鋼板中に炭化物および微細なセメンタイトを形成させ、転位をピン止めす
ることにより伸びを向上させるとの観点から、特にＭｏ、Ｖ、Ｍｎ、およびＣｒの元素に
着目した。詳細には、（ｉ）Ｍｏ、Ｖの炭化物と、（ｉｉ）Ｍｎ、Ｃｒによるセメンタイ
ト中のＣの拡散抑制を利用した微細セメンタイトの両方により、引張り時の転位を捕捉し
、蓄積できる転位量を向上させるとの観点から検討した。その結果、上記（１）式で示す
ようにＭｏ、Ｖ、Ｍｎ、およびＣｒの含有量をパラメータ化すれば所期の目的が達成され
ることを見出した。これは、ＭｎおよびＣｒを適量添加することによって微細な旧γ粒径
が形成され、その結果、鋼板の強度が向上すること；更にＭｏおよびＶを適量添加するこ
とによって微細なセメンタイトが生成し、その結果、伸び性が向上するためと推察される
。
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【００１４】
　このように上記（１）式で示されるパラメータは、本発明における高い強度（引張強度
が９８０ＭＰａ以上、降伏点が９６０ＭＰａ以上）と高い伸び（全伸びで１３％以上）を
実現するために重要な要件であり、そのために、その下限を２０以上とする。好ましい下
限は２５以上であり、より好ましくは２９以上である。
【００１５】
　次に低温靱性の向上については、Ｔｉを添加しない（不純物レベルとする）組成とする
ことで実現した。Ｔｉの添加によってＴｉ窒化物が生成すると、焼入れ時（Ｑ時）のピン
止め効果により焼入れ性が低下し、低温靱性が低下するためである。本発明におけるＴｉ
量は、実質的に、おおむね０．００５％以下に制御されている。
【００１６】
　更に溶接性の向上については、溶接割れ感受性指数として公知のパラメータである、上
記（２）式で示されるＰｃｍ値を低減することで実現した。一般に、溶接部近傍（溶接金
属及び母材熱影響部）に生じる低温割れは、Ｐｃｍ値と良好な相関関係を有しており、Ｐ
ｃｍ値を低下すると、溶接時の予熱が低く抑えられ、その結果、低温割れを防止すること
ができる。
【００１７】
　本発明では、良好な溶接性を確保するとの観点から、上記Ｐｃｍ値の上限を０．２８以
下とした。Ｐｃｍ値は小さい程良く、好ましい上限は０．２７以下であり、より好ましく
は０．２６以下である。
【００１８】
　更に、所望とする全て高いレベルで実現するためには、鋼板の化学成分も適切に制御す
る必要がある。
【００１９】
　［Ｃ：０．１２５～０．１５％］
　Ｃは、炭化物を生成して転位をピン止めし、伸び向上に寄与する元素である。また、鋼
板の焼入れ性を向上させ、強度向上にも寄与する。これらの効果を有効に発揮させるため
、Ｃ含有量の下限を０．１２５％以上とする。Ｃ含有量の好ましい下限は０．１３０％以
上である。しかしながら、Ｃ含有量が過剰になると溶接性が低下するため、その上限を０
．１５％以下にする。Ｃ含有量の好ましい上限は０．１４５％以下である。
【００２０】
　［Ｓｉ：０．２～０．７５％］
　Ｓｉは鋼材の脱酸に不可欠の元素である。こうした効果を有効に発揮させるため、Ｓｉ
含有量の下限を０．２％以上とする。Ｓｉ含有量の好ましい下限は０．３％以上である。
しかしながら、Ｓｉ含有量が過剰になると溶接性が低下するため、その上限を０．７５％
以下とする。Ｓｉ含有量の好ましい上限は０．７％以下である。
【００２１】
　［Ｍｎ：０．９～１．２％］
　Ｍｎは伸び向上に寄与する元素である。詳細にはＭｎは、セメンタイト中のＣ拡散抑制
に有効な元素であり、これにより、セメンタイトの合体凝集が抑制されてセメンタイトを
微細に析出した状態にして引張り時に転位をピン止めし、伸びを向上させる。このような
作用を有効に発揮させるためには、Ｍｎ含有量の下限は０．９％以上とする。Ｍｎ含有量
の好ましい下限は０．９５％以上である。しかしながら、Ｍｎ含有量が過剰になると、溶
接性が低下するため、Ｍｎ含有量の上限を１．２％以下とする。Ｍｎ含有量の好ましい上
限は１．１５％以下である。
【００２２】
　［Ａｌ：０．０３～０．０６％］
　Ａｌは鋼材の脱酸剤として添加される。このような作用を有効に発揮させるため、Ａｌ
含有量の下限を０．０３％以上とする。Ａｌ含有量の好ましい下限は０．０３５％以上で
ある。しかし、Ａｌ含有量が０．０６％を超えて過剰になると鋼板における清浄性を阻害
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するため、その上限を０．０６％以下とする。Ａｌ含有量の好ましい上限は０．０５５％
以下である。
【００２３】
　［Ｃｒ：０．６５～１％］
　ＣｒはＭｎと同様、伸び向上に寄与する元素である。このような作用を有効に発揮させ
るため、Ｃｒ含有量の下限を０．６５％以上とする。Ｃｒ含有量の好ましい下限は０．７
０％以上である。しかしながら、Ｃｒ含有量が過剰になると溶接性が損なわれるため、そ
の上限を１％以下とする。Ｃｒ含有量の好ましい上限は０．９５％以下である。
【００２４】
　［Ｍｏ：０．２～０．７％］
　Ｍｏは、伸びおよび強度向上に寄与する元素である。詳細にはＭｏは、Ｃとの親和性が
良い元素であり、炭化物を形成して転位をピン止めすることで蓄積できる転位量が向上し
、伸びが高くなる。また、Ｍｏの析出強化によって強度も向上する。このような効果を有
効に発揮させるため、Ｍｏ含有量の下限を０．２％以上とする。Ｍｏ含有量の好ましい下
限は０．２３％以上である。しかし、Ｍｏを過剰に添加すると溶接性が劣化する原因とな
るため、その上限を０．７％以下とする。Ｍｏ含有量の好ましい上限は０．６５％以下で
ある。
【００２５】
　［Ｖ：０．０３５～０．１１％］
　Ｖも上記Ｍｏと同様、伸びおよび強度向上に寄与する元素である。詳細にはＶは、炭化
物を形成させ、転位をピン止めすることで蓄積できる転位量を向上させ、伸びを向上させ
る。また、Ｖの析出強化によって強度も向上する。このような効果を有効に発揮させるた
め、Ｖ含有量の下限を０．０３５％以上とする。Ｖ含有量の好ましい下限は０．０４０％
以上である。しかし、Ｖ含有量が過剰になると、溶接性劣化の原因となるため、その上限
を０．１１％以下とする。Ｖ含有量の好ましい上限は０．１０％以下である。
【００２６】
　［Ｎｂ：０．１１％以下（０％を含まない）］
　Ｎｂは、強度および伸びの向上に寄与する元素である。詳細にはＮｂの析出強化により
、強度が高められる。また、Ｎｂは窒化物を生成し易い元素であり、クラスター状に窒化
物を形成するため、Ｍｏなどの炭化物に比べて転位のピン止め効果は低いものの、蓄積で
きる転位量を向上させ、伸びを向上させる。このような効果を有効に発揮させるためには
、Ｎｂの好ましい下限を０．００３％以上とする。より好ましくは０．００５％以上であ
る。しかし、Ｎｂ含有量が過剰になると溶接性を劣化させるため、その上限を０．１１％
以下とする。Ｎｂ含有量の好ましい上限は０．１％以下である。
【００２７】
　［Ｂ：０．０００５～０．００２％］
　Ｂは焼入れ性を高め、強度向上に有効な元素である。このような作用を有効に発揮させ
るため、Ｂ含有量の下限を０．０００５％以上とする。Ｂ含有量の好ましい下限は０．０
００６％以上である。しかし、Ｂ量が過剰になると溶接性が劣化するため、Ｂ含有量の上
限を０．００２％以下とする。Ｂ含有量の好ましい上限は０．００１５％以下である。
【００２８】
　［Ｎ：０．００６％以下（０％を含まない）］
　Ｎは鋼材中に不可避的に含まれる元素であり、Ｎ量が多すぎると固溶Ｎの存在により母
材靱性が劣化するため、Ｎ含有量の上限を０．００６％以下とする。Ｎ含有量の好ましい
上限は０．００５％以下である。なお、Ｎ量を実質的にゼロにすることは極めて困難であ
る。
【００２９】
　本発明で規定する含有元素は上記の通りであって、残部は鉄および不可避的不純物であ
る。上記不可避的不純物として、原料、資材、製造設備等の状況によって持ち込まれる元
素（例えば、上述したＮ以外に、Ｐ、Ｓ、Ｓｎ、Ａｓ、Ｐｂ等）の混入が許容され得る。
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これらの不可避的不純物のうち、Ｐ、Ｓについては、例えば以下のように抑制することが
好ましい。
【００３０】
　［Ｐ：０．０２％以下（０％を含まない）］
　Ｐは焼戻し脆化を引き起こし、靱性を低下させるため、その量はできるだけ少ないこと
が好ましい。特に低温靱性の確保などを考慮すると、Ｐ含有量の上限は０．０２％以下に
抑制することが好ましく、より好ましくは０．０１５％以下である。しかし、工業的にＰ
含有量を０％にすることは困難である。
【００３１】
　［Ｓ：０．０１％以下（０％を含まない）］
　Ｓは、焼戻し脆化を引き起こす不純物であり、その量はできるだけ少ないことが好まし
い。特に低温靱性の確保などを考慮すると、Ｓ含有量は０．０１％以下に抑制することが
好ましく、より好ましくは０．００５％以下とする。しかし、工業的にＳ含有量を０％に
することは困難である。
【００３２】
　更に本発明の鋼板には、必要に応じて、Ｃｕ：０．５％以下（０％を含まない）、およ
び／またはＮｉ：２％以下（０％を含まない）を含有させることもできる。
【００３３】
　ＣｕおよびＮｉは、いずれも固溶強化による高強度化に有効な元素である。これらは単
独で添加してもよいし、併用してもよい。
【００３４】
　以上、本発明を構成する鋼中成分について説明した。
【００３５】
　本発明鋼板は、金属組織として、焼戻しベイナイト、焼戻しマルテンサイト、またはこ
れらの複合組織から構成される。後述するように本発明では、焼入れ後に所定の焼戻し処
理を行なっており、上記のように焼戻し組織で構成されることになる。なお、本発明では
、焼戻しベイナイト、焼戻しマルテンサイト、これらの複合組織を厳密に制御することは
必要でなく、いずれの組織であっても、本発明の上記要件を満足する限り、所望とする特
性を実現することができる。
【００３６】
　本発明の鋼板は、強度、低温靱性、伸び、および溶接性のすべてに優れている。
【００３７】
　詳細には、本発明鋼板は、高い強度、すなわち、引張強度が９８０ＭＰａ以上（好まし
くは１０００ＭＰａ以上）、降伏点が９６０ＭＰａ以上（好ましくは９８０ＭＰａ以上）
を満足する。
【００３８】
　また、本発明鋼板は、上記のように高強度であるにもかかわらず、高い伸び（全伸び）
を有している。具体的には、板厚や試験片形状などによって伸びの範囲が変化するが、例
えば、後記する実施例に記載の板厚範囲（１２～２５ｍｍ）且つ試験片形状ＪＩＳ２２０
１　５号試験片では、伸び（全伸び）は１３％以上（好ましくは１５％以上）を満足する
。
【００３９】
　また、本発明鋼板は、低温靱性に優れている。詳細には後記する実施例に記載の方法で
低温靱性を評価したとき、－２０℃で５０Ｊ以上（好ましくは６０Ｊ以上）を満足する。
【００４０】
　また、本発明鋼板は、溶接性に優れている。詳細には上記（２）式で示されるＰｃｍ値
が０．２８以下（好ましくは０．２７以下）を満足する。
【００４１】
　次に本発明鋼板を製造する方法について説明する。上記鋼板は、前述した成分組成を満
たす鋼を加熱圧延した後、室温まで空冷し、さらに９００℃以上に加熱して焼入れ処理を
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行った後、４００℃～６００℃の温度で焼戻し処理を行うところに特徴がある。
【００４２】
　特に本発明では、焼入れ時の加熱温度（Ｑ温度）および焼戻し処理の温度（Ｔ温度）を
適切に制御することが重要である。
【００４３】
　まず、焼入れ時の加熱温度は９００℃以上とする。焼入れ時の加熱温度が９００℃を下
回ると、強度が低下するなどの問題がある。好ましくは９１０℃以上、より好ましくは、
９１５℃以上である。
【００４４】
　焼入れ条件は、上記温度範囲、更には上記好ましい保持温度に制御すること以外、特に
限定されない。例えば、水焼入れにて上記焼入れを行なうことが推奨される。
【００４５】
　上記のようにして焼入れ処理した後、４００℃～６００℃の温度（Ｔ温度）で焼戻し処
理を行なう。焼戻し温度が４００℃未満では、焼戻しの効果が得られない。一方、焼戻し
温度が６００℃を超えると強度が低下するなどの問題がある。好ましい焼戻し温度は、４
３０℃以上、５８０℃以下であり、より好ましくは４５０℃以上、５６０℃以下である。
【００４６】
　上述したように本発明の方法は、焼入れ処理および焼戻し処理に特徴があり、それ以外
の工程は特に限定されず、所望とする鋼板が得られるよう、通常用いられる方法を適宜採
用することができる。本発明において推奨される好ましい製造方法は以下のとおりである
。
【００４７】
　まず、上記成分を満足する鋼を溶製し、加熱圧延（熱間圧延）する。熱間圧延は、例え
ば、７００～１１００℃程度の温度で行うことが好ましい。圧延後の板厚はおおむね、１
２～２５ｍｍまで圧延することが好ましい。
【００４８】
　上記圧延後、大気中で、室温まで空冷した後、上記の焼入れおよび焼戻しの処理を行な
う。
【００４９】
　焼戻し後、大気中にて室温まで空冷する。これにより、所望とする本発明鋼板が得られ
る。
【実施例】
【００５０】
　以下、実施例を挙げて本発明をより具体的に説明するが、本発明は下記実施例によって
制限されず、前・後記の趣旨に適合し得る範囲で適当に変更を加えて実施することも可能
であり、それらはいずれも本発明の技術的範囲に包含される。
【００５１】
　下記表１に示す組成の鋼塊（残部は鉄および不可避的不純物であり、単位は質量％の意
味）、を、通常の真空溶製法によって溶製し、この鋼塊に対して熱間圧延（熱間圧延条件
：加熱温度は１１００℃）して板厚１２～２５ｍｍの熱間圧延板とした。次に、表１に示
す温度（Ｑ温度）で再加熱して焼入れした後、表１に示す温度（Ｔ温度）で焼戻し処理し
た後、大気中にて室温まで空冷し、各鋼板を製造した。
【００５２】
　上記の様にして得られた各鋼板を用いて、下記の方法によって鋼板の引張強度（ＴＳ）
降伏点（ＹＰ）、伸び（ＥＬ）および低温靱性（ｖＥ-20（Ａｖｅ））を評価した。尚、
以下の低温靱性においては、いずれの鋼板についても、各３本ずつの試験片を用い、その
平均値を求めた。
【００５３】
　［鋼板の引張強度（ＴＳ）、降伏点（ＹＰ）、伸び（ＥＬ）の評価］
　各鋼板のｔ（板厚）／４部位から、圧延方向に対して直角の方向にＪＩＳ　Ｚ２２０１
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の５号試験片を採取し、ＪＩＳ　Ｚ２２４１の要領で引張試験を行なうことによって、引
張強度（ＴＳ）、降伏点（ＹＰ）、および全伸び（ＥＬ）を測定した。そして、引張強度
（ＴＳ）が９８０ＭＰａ以上、降伏点（ＹＰ）が９６０ＭＰａ以上、伸び（ＥＬ）が１３
．０％以上のものを合格（高い強度および高い伸びを有する）と評価した。
【００５４】
　［低温靱性（ｖＥ-20（Ａｖｅ））の評価］
　各鋼板（母材）のｔ（板厚）／４部位から、圧延方向に対してＪＩＳ　Ｚ２２４２の試
験片を採取し、母材の靱性を評価した。ＪＩＳ　Ｚ２２４２に準拠して、－２０℃でシャ
ルピー衝撃試験を行ない、吸収エネルギー（ｖＥ-20）を測定した。そして、ｖＥ-20の平
均値（ｖＥ-20（Ａｖｅ））が５０Ｊ以上のものを靱性に優れると評価した。
【００５５】
　［溶接性の評価］
　上記（２）式で示されるＰｃｍが０．２８以下のものを溶接性に優れると評価した。
【００５６】
　［組織の測定］
　各鋼板のｔ（板厚）／４部位から試験片を採取し、光学顕微鏡を用いて４００倍で観察
し、写真撮影を行った後、画像解析を行って組織を観察した。その結果、焼戻しベイナイ
ト及び焼戻しマルテンサイトの複合組織のみ認められ（合計で１００％）、他の組織は認
められなかった。
【００５７】
　これらの結果を表１にまとめて記載する。
【００５８】
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【表１】

【００５９】
　表１から次のように考察できる（尚、下記Ｎｏ．は、表１のＮｏ．を示す）。Ｎｏ．１
～７は、本発明で規定する要件を満足する例であり、低温靱性、伸び、および溶接性が良
好で、引張強度（ＴＳ）が９８０ＭＰａ以上、且つ降伏点（ＹＰ）が９６０ＭＰａ以上の
高強度を有する鋼板が得られていることが分かる。
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【００６０】
　これに対して、Ｎｏ．８～１４は、本発明で規定する要件のいずれかを欠くものである
。
【００６１】
　詳細には、Ｎｏ．８は焼入れ（Ｑ）温度が低い例である。その結果、引張強度（ＴＳ）
および降伏点（ＹＰ）は低くなった。
【００６２】
　Ｎｏ．９は上記（１）式で示されるパラメータが本願発明の規定範囲を外れる例である
。その結果、引張強度（ＴＳ）および降伏点（ＹＰ）は確保できたものの、伸び（ＥＬ）
が低くなった。
【００６３】
　Ｎｏ．１０は上記（１）式で示されるパラメータが本願発明の規定範囲であったが、上
記（２）式で示されるＰｃｍ値が本願発明の規定範囲を外れる例、即ち低温割れ性が劣り
溶接性が劣る例である。
【００６４】
　Ｎｏ．１１はＭｎの含有量が低く、Ｂは無添加であり、上記（１）式で示されるパラメ
ータが本願発明の規定範囲を外れる例である。その結果、引張強度（ＴＳ）および降伏点
（ＹＰ）は低くなった。一方、低強度のため、伸び（ＥＬ）は満足するものとなっている
。
【００６５】
　Ｎｏ．１２は、焼戻し（Ｔ）温度が高いため、その他の条件は満足しているにも関わら
ず引張強度（ＴＳ）および降伏点（ＹＰ）は低くなった。
【００６６】
　Ｎｏ．１３は上記特許文献２に記載の鋼板を模擬した例である。Ｔｉの添加によって焼
入れ性が低下し、低温靱性が低下した。
【００６７】
　Ｎｏ．１４は、上記特許文献１に記載の鋼種Ｎｏ．１を模擬した例であり、Ｎｂを添加
していないため、高い強度を満足するが、伸び（ＥＬ）は低くなった。
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